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ご遺族、関係葬祭事業者の皆様には、筑慈苑を安全に利用していただくため、感染拡大防止対策に
引き続き、ご協力をお願い申し上げます。

記

１ 利用者の区分

(1) 感染症死亡者 新型コロナウイルス感染症による死亡者（その疑いがある場合も含む。）
(2) 一 般 死亡者 上記 (1) に該当しない死亡者

２ 火葬受入方法等

(1) 火葬受入れは、利用者の区分にかかわらず、9:30～16:00（時間厳守）にて行います。
（予約枠により１日24件まで）

(2) 霊安室は、利用者の区分にかかわらず、8:30～17:30の時間帯で柩を受け入れます。
(3) 葬斎場は、利用者の区分にかかわらず、貸出しを行います。

３ 施設利用にあたっての注意事項

(1) 全ての利用者様へ

ア 会葬者数は少人数にてお願いします。
イ 発熱やせきなど体調がすぐれない人（濃厚接触者含）は、来館を控えてください。
ウ 人と人との距離の確保に努めてください。
エ 告別室の利用は、15分程度でお願いします。

(2) 感染症死亡者に係る利用者様へ

ア ご遺族の申し出により、24時間以内の火葬も可能です。
イ ご遺体は、ガイドラインに規定された適切な感染対策を講ずる場合は、納体袋へ収容する

必要はありません。
ただし、ご遺体の状況が、損傷が激しい遺体、解剖後のご遺体等、体液漏出のリスクが非
常に高いと想定される場合は、納体袋へ収容してください。


